
○名古屋学院大学大学院学則 

（ 1996 年 12 月 19 日 制定）  

   第 1 章 総則 

 （ 目的）  

第 1 条 本大学院は学校教育法及び教育基本法の規定する と こ ろ に従い、 学部の教育

の基礎の上に、 高度にし て専門的な学術の理論及び応用を教授研究し 、 キリ ス ト 教

主義に基づいて人格を陶冶する こ と を 目的と する 。  

 （ 自己点検・ 評価）  

第 2 条 本大学院は、 その研究・ 教育水準の向上を 計り 、 前条の目的を 達成する ため、

研究・ 教育活動の状況について自己点検・ 評価を 行い、 その結果を 公表する 。  

2 前条の目的のための点検の項目・ 実施体制は別に定める 。  

3 自己点検・ 評価の結果については、 本大学院の教職員以外の者によ る 検証を 行う よ

う に努める 。  

 （ 情報の提供）  

第 2 条の 2 本大学院は、 研究・ 教育活動の状況について、 広く 周知を 図る こ と がで

き る 方法によ っ て、 積極的に情報を提供する 。  

 （ 修士課程）  

第 3 条 本大学院に修士課程及び博士課程を 置く 。  

2 修士課程は、 広い視野に立って精深な学識を 授け、 専攻分野における 研究能力ま た

は高度の専門性を 要する 職業等に必要な高度の能力を 養う こ と を目的と する 。  

3 博士課程は、 専門分野について研究者と し て自立し て研究活動を行い、 又はその他

の専門的な業務に従事する に必要な高度の研究能力及びその基礎と なる 豊かな学識

を養う こ と を 目的と する 。  

 （ 研究科等）  

第 4 条 本大学院に次の研究科及び専攻を 置く 。  

経済経営研究科  経済学専攻   ( 修士課程)  

経営政策専攻  ( 博士課程 前期・ 後期)  
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外国語学研究科  英語学専攻   ( 修士課程)  

国際文化協力専攻 ( 修士課程)  

2 専攻の教育研究上の目的は次のと おり である 。  

 （ 1）  経済学専攻は、 経済学の理論と 応用に精通し 、 研究能力や政策の立案・ 遂行

能力を 有する 人材、 よ り 高度な実務能力を 発揮する 人材、 社会・ 経済の幅広い

教養を 備え地域社会をリ ード する 人材の育成を目的と する 。  

 （ 2）  経営政策専攻は、 経営学の理論及び応用を 教授研究し 、 組織の経営・ 管理に

関する 高度の研究能力と 実務処理能力を 有する 専門的職業人を養成する こ と を

目的と する 。 特に、 博士後期課程にあっ ては、 経営政策の総合的対応ができ る

高度の専門知識と 実践能力を も っ た自立的研究者や高度専門職業人を 養成する

こ と を 重点と する 。  

 （ 3）  英語学専攻は、 英語の運用能力を 向上さ せ、 その背景にある 広範な領域に関

する 知識を教授する こ と によ り 、 英語を 主と する 研究に関し て高度な専門知識

を も っ た人材の育成を目的と する 。  

 （ 4）  国際文化協力専攻は、 国際社会のグロ ーバル化、 国際間の協力と それら に付

随し て発生する 異文化間の諸問題と ロ ーカルな問題に対応すべき 高い識見と 理

解力を も って、 日本国内・ 国外の国際的な文化活動や協力活動に従事でき る 人

材を 育成する こ と を 目的と する 。  

3 本大学院外国語学研究科の修士課程に、 通学の課程に基づき 、 通信教育課程を置く 。

本大学院の通信教育課程は、 通信制大学院と 称し 、 学則は別に定める 。
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 （ 収容定員）  

第 5 条 本大学院の収容定員は次のと おり と する 。  

 

研究科名 専攻名 

修士課程 博 士 課 程 

収容 
定員 入学 

定員 
収容 
定員 

前期 後期 

入学 
定員 

収容 
定員 

入学 
定員 

収容 
定員 

経済経営研究科 

経済学専攻 2 名 4 名     4 名 

経営政策専攻   10 名 20 名 2 名 6 名 26 名 

計 2 名 4 名 10 名 20 名 2 名 6 名 30 名 

外国語学研究科 

英語学専攻 2 名 4 名 
 

   4 名 

国際文化協力
専攻 

2 名 4 名     4 名 

計 4 名 8 名     8 名 

合  計 6 名 12 名 10 名 20 名 2 名 6 名 38 名 

 （ 学年）  

第 6 条 学年は毎年 4 月 1 日に始ま り 、 翌年 3 月 31 日に終わる 。  

 （ 学期）  

第 7 条 学年を分けて次の 2 学期と する 。  

 （ 1）  春学期( ま たは前期)  4 月 1 日から 9 月 20 日ま で 

 （ 2）  秋学期( ま たは後期)  9 月 21 日から 翌年 3 月 31 日ま で 

 （ 休業日）  

第 8 条 定期の休業日は次のと おり と する 。  

 （ 1）  日曜日 

 （ 2）  国民の祝日に関する 法律に定めら れた日 

 （ 3）  キリ ス ト 降誕祭( 12 月 25 日)  

 （ 4）  夏季休業 7 月中旬から 9 月中旬ま で 

 （ 5）  冬季休業 12 月下旬から 翌年 1 月上旬ま で 

 （ 6）  春季休業 3 月上旬から 3 月下旬ま で
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2 必要がある 場合は、 学長は前項の休業日を 臨時に変更する こ と ができ 、 ま た、 臨時

の休業日を 定める こ と ができ る 。  

   第 2 章 修業年限 

 （ 修業年限）  

第 9 条 本大学院修士課程の修業年限は標準 2 年と する 。  

2 本大学院博士課程の標準修業年限は 5 年と し 、 こ れを前期 2 年課程及び後期 3 年課

程に区別し 、 前期 2 年の課程は修士課程と し て扱う 。  

3 本課程における 在学年限は、 原則と し て博士前期課程( 修士課程) においては 4 年、

博士後期課程においては 6 年を 超える こ と はでき ない。  

   第 3 章 教育課程 

 （ 授業及び研究指導）  

第 10 条 本大学院の教育は、 授業科目の授業及び学位論文等の作成に対する 指導（ 以

下「 研究指導」 と いう 。） によ って行う も のと する 。  

2 本大学院は、 学生に対し て、 授業及び研究指導の方法、 内容なら びに一年間の授業

及び研究指導の計画をあら かじ め明示する も のと する 。  

3 本大学院は、 学生に対し て、 学修の成果及び学位論文に係る 評価なら びに修了の認

定にあたっ ての基準をあら かじ め明示する も のと する 。  

4 本大学院は、 授業及び研究指導の内容なら びに方法等の改善を 図る ための組織的な

研修及び研究を 行う も のと する 。  

5 経済経営研究科及び外国語学研究科においては、 教育上特別の必要がある と 認めら

れる 場合には、 夜間その他特定の時間ま たは時期において授業ま たは研究指導を 行

う 等の適当な方法によ り 教育を 行う こ と ができ る 。  

 （ 授業科目）  

第 11 条 各研究科の専攻に応じ 、 教育上必要な授業科目を 開設する 。  

2 授業科目の名称、 分類、 単位数及び履修方法は別表 1( 経済経営研究科) 、 別表 2( 外

国語学研究科) のと おり と する 。  

3 研究指導及びその履修方法については、 各研究科において別に定める 。  
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 （ 指導教授）  

第 12 条 演習指導者を も っ て、 当該学生の指導教授と する 。  

2 学生は、 研究指導及び授業科目の選択等研究一般に関し 指導教授の指導を 受けなけ

ればなら ない。  

 （ 単位）  

第 13 条 各授業科目の単位数は次の基準によ っ て計算する 。 講義及び演習については、

15 時間から 30 時間ま での範囲で本大学院が定める 時間の授業を も って 1 単位と す

る 。  

 （ 1 年間の授業期間）  

第 14 条 1 年間の授業を 行う 期間は、 定期試験等の期間を 含め 35 週にわたる こ と を

原則と する 。  

   第 4 章 履修方法 

 （ 履修）  

第 15 条 学生は別に定める 授業科目を 履修し 、 その単位を 修得し なければなら ない。  

 （ 履修登録）  

第 16 条 学生は履修し よ う と する 授業科目を 記載し た履修願を 指定の期日ま でに提出

し 、 当該研究科長の許可を 受けなければなら ない。  

 （ 他の大学における 授業科目の履修等）  

第 17 条 本大学院が研究上有益と 認める と き は、 学生が本大学院の定める と こ ろ によ

り 他の専攻ま たは研究科において履修し た授業科目について修得し た単位を 、 10 単

位を 超え ない範囲で、 ま た他の大学院において 履修し た授業科目について修得し た

単位を 、 15 単位を 超えない範囲で、 本大学院における 授業科目の履修によ り 修得し

たも のと みなすこ と ができ る 。  

2 前項の規定は、 学生が外国の大学院に留学する 場合に準用する 。  

 

   第 5 章 試験 

 （ 試験）  

第 18 条 試験は科目試験と する 。  

 （ 受験資格）  

第 19 条 学生は履修し た授業科目について試験を 受ける こ と がき る 。  
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 （ 試験方法等）  

第 20 条 試験は学期ま たは学年において授業し た科目について、 その学期末ま たは年

末においてこ れを 行う 。 ただし 、 必要がある と き は臨時試験を 行う こ と がある 。  

2 試験の方法は、 筆記・ 口述・ 論文・ 研究報告等によ る 。  

3 試験の成績は A・ B・ C・ D ま たは P と し 、 C 以上及び P を 合格と する 。  

4 試験に合格し た科目に対し て所定の単位を与える 。  

5 試験に関する 規則は別に定める 。  

   第 6 章 課程の修了及び学位 

 （ 課程の修了）  

第 21 条 修士課程及び博士前期課程の修了には、 本学則第 9 条の修業年限を 満たし 、

同第 15 条に規定する 単位数を 修得し 、 かつ必要な研究指導を 受けた後、 修士論文の

審査又は特定の課題について の研究の成果の審査及び最終試験に合格し た者を も っ

て、 その課程を 修了し たも のと する 。 ただし 、 修業年限に関し ては特に優れた研究

業績を あ げた者、 実務の経験を 有する 者にあっ ては所定の計画的な教育研究指導の

も と で優秀な成果を あ げた者、 入学前（ 大学院入学資格を 有し た後のも のに限る ）

に修得し た単位を 、 教育課程の一部を 履修し た と みなし 、 単位数、 その修得に要し

た期間等を 勘案し て 1 年を 超えない範囲で在学し たと 当該課程が認めた者に限り 、

当該課程に 1 年以上在学すれば足り る も のと する 。  

2 博士後期課程の修了には、 本学則第 9 条の修業年限を 満たし 、 同第 15 条に規定す

る 単位数を 修得し 、 かつ必要な研究指導を 受け た後、 博士論文の審査及び最終試験

に合格し た者を も っ て、 その課程を 修了し たも のと する 。 ただし 、 修業年限に関し

ては、 特に優れた研究業績を あげた者に限り 、 博士後期課程に 1 年( 前項の規定によ

る 在学期間 1 年をも っ て修士課程ま たは博士前期課程を 修了し た者は 2 年) 以上在学

すれば足り る も のと する 。  

 （ 学位）  

第 22 条 本大学院において研究科の課程を 修了し た者に、 別に定める 大学院学位規程

によ る 学位を 与える 。
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   第 7 章 教職課程 

 （ 教職課程）  

第 23 条 本大学院において教育職員免許状を 取得し よ う と する 者は、 当該専攻配当の

関係科目の中から 教育職員免許法及び同施行規則に定める 必要単位数を 取得し なけ

ればなら ない。 ただし 、 中学校教諭 1 種ま たは高等学校教諭 1 種免許状の取得資格

を有する 者に限る 。  

 （ 免許状の種類）  

第 24 条 本大学院において取得でき る 教育職員免許状の種類は次のと おり と する 。  

 

課程を 置く 研究科・ 専攻 免許状の種類 

経済経営研究科 
経済学専攻 

中学校教諭専修免許状( 社会)  

高等学校教諭専修免許状( 地理歴史)  

高等学校教諭専修免許状( 公民)  

経営政策専攻 高等学校教諭専修免許状( 商業)  

外国語学研究科 英語学専攻 
中学校教諭専修免許状( 英語)  

高等学校教諭専修免許状( 英語)  

   第 8 章 入学、 休学、 復学、 退学、 転入学、 転学、 除籍、 留学及び再入学 

 （ 入学）  

第 25 条 入学の時期は学年の初めと する 。 ただし 教育上特別の必要がある と 認めら れ

る と き には、 後期の初めと する こ と ができ る 。  

 （ 入学資格）  

第 26 条 本大学院の修士課程及び博士前期課程に入学し よ う と する 者は次の各号の一

に該当する 者に限る 。  

 （ 1）  大学を卒業し た者。  

 （ 2）  学校教育法第 104 条第 4 項の規定によ り 学士の学位を 授与さ れた者 

 （ 3）  外国において学校教育における 16 年の課程を 修了し た者 

 （ 4）  文部科学大臣の指定し た者 

 （ 5）  大学に 3 年以上在学し 、 本大学院が特に優れた成績で所定の単位を 修得し た

と 認めら れた者 

 （ 6）  本大学院において大学を 卒業し た者と 同等以上の学力を 有する と 認めら れた

者で、 22 歳に達し た者 

2 本大学院の博士後期課程に入学し よ う と する 者は次の各号の一に該当する 者に限る 。  
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 （ 1）  修士の学位を得た者 

 （ 2）  外国において修士の学位ま たはそれと 同等以上の学位を有する 者 

 （ 3）  大学院修士課程を 修了し た者と 同等以上の学力を 有する と 認めら れた者で、

 24 歳に達し た者 

 （ 選抜試験）  

第 27 条 入学志願者に対し 選抜試験を 行う 。  

 （ 入学志願書等）  

第 28 条 入学志願者は、 入学志願書、 その他所定の書類に入学検定料を 添えて所定の

期日ま でに提出し なければなら ない。  

2 入学検定料は別表 3 のと おり と する 。  

 （ 入学許可）  

第 29 条 選抜試験に合格し 、 指定の期日ま でに所定の納入金を 納め、 指定する 必要書

類を 提出し た者に対し て学長が入学を 許可する 。  

 （ 休学）  

第 30 条 学生が病気その他やむを 得ない理由によ っ て 3 か月以上修学する こ と ができ

ないと き は、 理由を 具し 、 学長に願い出て許可を 受けなければなら ない。  

2 病気によ り 休学し よ う と する 者は、 願書に医師の診断書を 添える こ と を 必要と する 。  

3 病気のため、 修学が不適当と 認めら れる 学生に対し ては、 学長が休学を 命じ る こ と

ができ る 。  

4 休学の期間は、 当該学年限り と する 。 ただし 、 特別の事由がある 場合には引き 続き

休学を する こ と ができ る 。  

5 休学でき る 期間は、 通算し て修士課程及び博士前期課程にあっては 2 年、 博士後期

課程にあっ ては 3 年を超える こ と はでき ない。  

6 休学の期間は、 在学期間に算入し ない。  

 （ 復学）  

第 31 条 休学者が復学し よ う と する と き は、 願い出て学長の許可を受けなければなら

ない。  

2 復学の時期は、 原則と し て学年の始めと する 。  

 （ 退学）  

第 32 条 学生が病気その他やむを 得ない理由によ って退学し よ う と する と き は、 その

理由を 具し 、 学長に願い出て許可を 受けなければなら ない。
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 （ 転入学）  

第 33 条 他の大学院の学生が所属大学院の研究科長の承認書を 付し 、 学年の開始日ま

でに、 本大学院に転入学を 志願し たと き は、 選考の上、 許可する こ と ができ る 。  

 （ 転学）  

第 34 条 本大学院から 他の大学院に転学を 希望する 者は、 その理由を具し 、 学長に願

い出て許可を 受けなければなら ない。  

 （ 除籍）  

第 35 条 学生が次の各号の一に該当する と き は、 学長がその者を除籍する 。  

 （ 1）  第 9 条に定める 在学期間を 経過し た者。  

 （ 2）  第 30 条第 5 項に規定する 休学期間を超えた者。  

 （ 3）  授業料その他学費を 納入し ない者。  

 （ 4）  死亡の者。  

 （ 留学）  

第 36 条 学生が外国の大学ま たは大学院に留学を 希望する 場合は、 研究科委員会の議

を経て認める こ と ができ る 。  

2 留学期間のう ち 1 年は本学則第 9 条に定める 在学期間に算入する 。  

3 留学に関する 細則は、 別に定める 。  

 （ 再入学）  

第 37 条 退学を し た者ま たは除籍さ れた者で再入学を 願い出たと き は、 願い出の理由

によ っ て選考の上、 学長が入学を許可する こ と ができ る 。  

2 再入学に関する 取り 扱いは、 大学院再入学に関する 規程に定める 。  

   第 9 章 教員組織 

 （ 教員組織）  

第 38 条 本大学院における 授業及び研究指導を 担当する 教員は、 大学院設置基準に規

定する 資格に該当する 者を も ってこ れに充てる 。  

   第 10 章 運営組織 

 （ 大学院委員会）  

第 39 条 大学院全般にわたる 学事に関し 、 学長が掲げる 事項について決定を 行う に当

たり 、 審議し 、 意見を述べる ため、 大学院委員会を 置く 。  

2 大学院委員会の審議事項、 構成等は、 別に定める 。  
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 （ 研究科委員会）  

第 40 条 本大学院各研究科に研究科委員会を 置く 。  

2 研究科委員会は、 当該研究科の授業を 担当する 専任教員をも って組織する 。  

3 委員長は、 研究科長がこ れにあたる 。  

4 研究科委員会の審議事項は、 別に定める 。  

   第 11 章 学費 

 （ 入学金）  

第 41 条 入学を許可さ れた者は、 別表 4 に定める 入学金を 納入し なければなら ない。  

2 本学則第 37 条に定める 再入学の場合も 同様と する 。  

3 博士後期課程入学者で本大学院修士課程及び博士前期課程を修了し た者は入学金を

免除する 。  

 （ 学費）  

第 42 条 学生は別表 5 に定める 授業料を毎学年度、 ま たは毎学期の初めに納入し なけ

ればなら ない。  

2 前項に定める 授業料の納付に関する 規程は別に定める 。  

 （ 休学期間の授業料）  

第 43 条 休学期間は授業料を年間 15 万円（ 半期 7. 5 万円） と する 。  

 （ 学費の返付）  

第 44 条 既に納入し た学費は返付し ない。  

   第 12 章 科目等履修生、 委託生及び研究生 

 （ 科目等履修生）  

第 45 条 本学則第 26 条の各号の一に該当する 者で、 本大学院の特定の授業科目につ

いて履修を 希望する も のがあ る と き は、 選考の上、 科目等履修生と し てこ れを 許可

する こ と がある 。  

2 科目等履修生は、 その履修し た授業科目について試験を 受ける こ と ができ る 。  

3 試験に合格し た授業科目について、 単位修得証明書の交付を 受ける こ と ができ る 。  

 （ 委託生）  

第 46 条 本大学院の特定の授業科目を 学修する ため、 他の大学院ま たは公共機関から

学生を 委託さ れたと き は、 こ れを許可する こ と がある 。  

2 委託生の試験及び証明書の交付については前条第 2 項、 第 3 項を 準用する 。  
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 （ 研究生）  

第 47 条 本大学院において特定の専門事項の研究を 希望する 者がある と き は、 本大

学院の授業・ 研究に妨げのない限り 、 選考の上、 研究生と し て研修を 許可する こ と

がある 。  

   第 13 章 外国人留学生 

 （ 外国人留学生）  

第 48 条 外国人で、 大学院において教育を 受ける 目的を も っ て入国し 、 本大学院に入

学を 志願する 者がある と き は選考の上、 外国人留学生と し て入学を 許可する こ と が

ある 。  

2 外国人留学生と し て修士課程及び博士前期課程入学を 志願する こ と ができ る 者は、

次の各号の一に該当する 者に限る 。  

 （ 1）  外国において通常の課程によ る 16 年間の学校教育を修了し た者 

 （ 2）  日本において外国人留学生と し て大学を 卒業し た者 

 （ 3）  本大学院において前 2 号と 同等以上の学力を 有する と 認めた者。 ただし 、 日

本において通常の課程において学校教育を 受けたと 認定し た外国人を 除く 。  

3 前項 3 号の学力認定は、 本大学院の研究科委員会において行う 。  

4 外国人留学生と し て博士後期課程に入学を 志願する こ と ができ る 者は、 第 26 条 2

項に該当する 者に限る 。  

   第 14 章 研究指導施設及び厚生保健施設 

 （ 研究指導施設）  

第 49 条 大学院学生は、 学術情報セン タ ーを 利用する こ と ができ る 。  

2 研究科に大学院学生専用の共同研究室を 設ける 。  

3 教育研究上支障を 生じ ない場合には、 大学の施設及び設備を共有する こ と ができ る 。  

 （ 厚生保健施設）  

第 50 条 大学院関係教職員及び学生の保健医療のために大学保健室を 利用する 。  

   第 15 章 研究上の不正行為 

 （ 研究上の不正行為）  

第 51 条 学生は研究上の不正行為やその他の不適切な行為を 行ってはなら ない。  

2 不正行為の疑義が生じ た場合は、「 研究活動不正防止規程」 によ り 、 事実関係を 調

査する 。  
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3 学長は、 研究活動上の不正行為が行われたも のと 認定さ れた場合は、 研究科委員会

及び大学院委員会の議を経て、 処分を 課すも のと する 。  

   第 16 章 補則 

 （ 大学学則の準用）  

第 52 条 本学則に規定のない事項については、 名古屋学院大学学則を 準用する 。  

 （ 細則）  

第 53 条 本学則の実施について必要な規程は、 別に定める 。  

 （ 改廃）  

第 54 条 本学則の改廃は、 大学院委員会の議を経て理事会で行う 。  

 

 附則 1 こ の学則は 1996 年 12 月 19 日制定 1997 年 4 月 1 日施行 

 附則 2 こ の学則は 1997 年 12 月 19 日改正 1998 年 4 月 1 日施行 

 附則 3 こ の学則は 1998 年 12 月 22 日改正 1999 年 4 月 1 日施行 

 附則 4 こ の学則は 1999 年 3 月 16 日改正 1999 年 4 月 1 日施行 

 附則 5 こ の学則は 2000 年 3 月 14 日改正 2000 年 4 月 1 日施行 

 附則 6 こ の学則は 2000 年 11 月 15 日改正 2001 年 4 月 1 日施行 

 附則 7 こ の学則は 2000 年 12 月 21 日改正 2001 年 4 月 1 日施行 

 附則 8 こ の学則は 2002 年 3 月 20 日改正 2002 年 4 月 1 日施行 

 附則 9 こ の学則は 2003 年 3 月 19 日改正 2003 年 4 月 1 日施行 

 附則 10 こ の学則は 2004 年 3 月 23 日改正 2004 年 4 月 1 日施行 

 附則 11 こ の学則は 2004 年 7 月 6 日改正 2004 年 10 月 1 日施行 

 附則 12 こ の学則は 2005 年 3 月 23 日改正 2005 年 4 月 1 日施行 

 附則 13 こ の学則は 2006 年 3 月 22 日改正 2006 年 4 月 1 日施行 

 附則 14 こ の学則は 2006 年 11 月 7 日改正 2007 年 4 月 1 日施行 

 附則 15 こ の学則は 2007 年 2 月 20 日改正 2007 年 4 月 1 日施行 

 附則 16 こ の学則は 2008 年 3 月 19 日改正 2008 年 4 月 1 日施行 

 附則 17 こ の学則は 2008 年 9 月 25 日改正 2009 年 4 月 1 日施行 

 附則 18 こ の学則は 2009 年 3 月 18 日改正 2009 年 4 月 1 日施行 

 附則 19 こ の学則は 2010 年 3 月 17 日改正 2010 年 4 月 1 日施行 

 附則 20 こ の学則は 2011 年 1 月 18 日改正 2011 年 4 月 1 日施行 

 附則 21 こ の学則は 2011 年 3 月 17 日改正、 2011 年 4 月 1 日施行 
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 附則 22 （ 1） こ の学則は 2012 年 2 月 14 日改正、 2012 年 4 月 1 日施行 

（ 2） 2012 年 3 月 31 日に在籍する 者は従前の規定を 適用する 。  

 附則 23 （ 1） こ の学則は 2013 年 3 月 12 日改正 2013 年 4 月 1 日施行 

（ 2） 2013 年 3 月 31 日に在籍する 者は従前の規定を 適用する 。  

 附則 24 （ 1） こ の学則は 2014 年 3 月 11 日改正 2014 年 4 月 1 日施行 

（ 2） 2014 年 3 月 31 日に在籍する 者は従前の規定を 適用する 。  

 附則 25 こ の学則は 2015 年 3 月 10 日改正 2015 年 4 月 1 日施行 

 附則 26 （ 1） こ の学則は 2016 年 3 月 15 日改正 2016 年 4 月 1 日施行 

（ 2） 2016 年 3 月 31 日に在籍する 者は従前の規定を 適用する 。  

 附則 27 （ 1） こ の学則は 2017 年 1 月 17 日改正 2017 年 4 月 1 日施行 

（ 2） 2017 年 3 月 31 日に在籍する 者は従前の規定を 適用する 。  

 附則 28 （ 1） こ の学則は 2018 年 2 月 13 日改正 2018 年 4 月 1 日施行 

（ 2） 2018 年 3 月 31 日に在籍する 者は従前の規定を 適用する 。  

 附則 29 （ 1） こ の学則は 2019 年 3 月 19 日改正、 2019 年 4 月 1 日から 施行する 。  

（ 2） 2019 年 3 月 31 日に在籍する 者は従前の規定を 適用する 。  

 附則 30 （ 1） こ の学則は 2021 年 3 月 16 日改正、 2021 年 4 月 1 日から 施行する 。  

（ 2） 2021 年 3 月 31 日に在籍する 者は従前の規定を 適用する 。  

附則 31 （ 1） こ の学則は 2021 年 6 月 25 日改正、 2022 年 4 月 1 日から 施行する 。  

（ 2） 2022 年 3 月 31 日に在籍する 者は従前の規定を 適用する 。  

（ 3） 第 5 条について、 各専攻の 2022 年度から 2024 年度における 収容定 

員は、 それぞれ次のと おり 読み替える も のと する 。  

研究科名 専攻名 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

経済経営研究科 

経済学専攻 

修士課程 
9 名 4 名 4 名 

経営政策専攻 

博士前期課程 
30 名 20 名 20 名 

経営政策専攻 

博士後期課程 
12 名 9 名 6 名 

外国語学研究科 

英語学専攻 

修士課程 
9 名 4 名 4 名 

国際文化協力専攻 

修士課程 
7 名 4 名 4 名 
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別表 1 経済経営研究科 授業科目表 

Ａ ． 経済学専攻 

〔 1〕 授業科目、 単位数 
科目 

分類 専門科目群 単位数 
科目 

分類 
専門科目群 単位数 

経
済
理
論
・
歴
史 

マク ロ 経済学研究 2 特殊

講義 

特殊研究Ⅰ 2 

ミ ク ロ 経済学研究 2 特殊研究Ⅱ 2 

社会経済学研究 2 科目分類 演習科目群 単位数 

計量経済学研究 2  
 

 
 

 
 

 

演
習 

理論経済学演習 8 

情報経済論研究 2 計量経済学演習 8 

国際経済論研究 2 日本経済史演習 8 

地域科学研究 2 アジア経済史演習 8 

日本経済史研究 2 情報経済論演習 8 

アジア経済史研究 2 国際経済論演習 8 

比較経済シス テム研究 2 地域科学演習 8 

応
用
経
済
・
政
策 

経済政策論研究 2 比較経済シス テム演習 8 

財政学研究 2 

 

財政学演習 8 

地方財政論研究 2 金融論演習 8 

金融論研究 2 産業組織論演習 8 

国際金融論研究 2 資源経済論演習 8 

資産運用論研究 2 経済政策論演習 8 

貿易政策論研究 2 社会政策論演習 8 

産業組織論研究 2 社会学理論演習 8 

エネルギー政策研究 2 都市政策論演習 8 

環境経済政策研究 2 地域政策論演習 8 

現
代
社
会
・
地
域 

社会政策論研究 2 自治体戦略論演習 8 

福祉政策論研究 2 特別演習 4 

社会学理論研究 2   

経済社会学研究 2   

都市政策論研究 2   

都市デザイ ン研究 2   

地域政策論研究 2   

地域マネジメ ント 研究 2   

自治体戦略論研究 2   

ま ちづく り 論研究 2   

地理学研究 2   

比較地域論研究 2   

民法研究 2   

民法事例研究 2   
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〔 2〕 履修方法 

( 1)  演習科目群のう ち、 1 科目( 8 単位) を 選択する 。  

( 2)  専門科目群から 24 単位以上を 選択履修する 。 そのう ち、 演習科目群「 特別

演習」 を 含むこ と ができ る 。（ その際、 開講さ れている 演習に受講依頼し 、 教員

の許可を得た上で履修する 。）  

( 3)  修了ま でに選択し た演習科目の担当教員から 研究指導を 受けて、 修士論文を

作成提出し 、 その審査に合格し なければなら ない。 ただし 、 学則第 17 条に該

当する 科目 6 単位ま でを含むこ と ができ る 。  

 
Ｂ ． 経営政策専攻 

博士（ 前期） 課程 
〔 1〕 授業科目、 単位数 

基本科目群 単位数 演習科目群 単位数 

経営原理研究 2 経営管理系演習 8 

経営戦略研究 2 マーケティ ング系演習 8 

経営管理研究 2 企業会計系演習 8 

経営シス テム研究 2 フ ァ イ ナンス 系演習 8 

マーケティ ング研究 2 経営情報系演習 8 

流通シス テム研究 2 税法系演習 8 

会計学研究 2   

管理会計研究 2   

財務会計研究 2   

経営データ 処理研究 2   

経営シミ ュ レ ーショ ン研究 2   

金融シス テム研究 2   

証券投資分析研究 2   

税法研究 1（ 所得税）  2   

税法研究 2（ 資産税）  2   

税法研究 3( 法人税)  2   

国際ビジネス 研究 2   

企業経営特別研究 2   

展開科目群 単位数 展開科目群 単位数 

ﾏー ｹﾃｨﾝｸﾞ 情報ｼｽﾃﾑ研究 2 企業法務研究 2 

意思決定支援ｼｽﾃﾑ研究 2 商事法務研究 2 

財務管理研究 2 ビ ジネス 紛争処理研究 2 

人的資源管理研究 2 情報処理シス テム研究 2 

商品政策研究 2 経営オペレ ーショ ン研究 2 

地域イ ノ ベーショ ン研究 2 Ｅ －ビ ジネス 研究 2 

マーケティ ング事例研究 2 情報リ テラ シー研究 2 

会計監査研究 2 福祉・ 医療経営研究 2 

税務会計研究 2 経営政策特殊研究 1 2 

民法研究 2 経営政策特殊研究 2 2 

民法事例研究 2   
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〔 2〕 履修方法 
( 1)  演習科目群から 、 1 科目( 8 単位) を選択し 履修する 。  
( 2)  企業経営特別研究のほか、 税法系演習にあっ ては税法研究 1（ 所得税）、 税

法研究 2（ 資産税）、 税法研究 3（ 法人税） の 3 科目、 その他の演習にあっ ては
演習指導教授が担当する 1 科目を含み、 基本科目群から 10 単位以上、 展開科
目群から 6 単位以上を履修する 。  

( 3)  修了ま でに計 32 単位以上を修得する 。 ただし 、 学則第 17 条に該当する 科目
10 単位ま でを 含むこ と ができ る 。 その上で、 選択し た演習科目の担当教員か
ら 研究指導を 受けて、 修士論文を 作成提出し 、 その審査に合格し なければなら
ない。  

 

 

博士（ 後期） 課程 

〔 1〕 授業科目、 単位数 

研 究 科 目 群 単位数 

経 営 原 理 特 論 4 

経 営 戦 略 特 論 4 

経 営 シ ス テ ム 特 論 4 

経 営 財 務 特 論 4 

金 融 シ ス テ ム 特 論 4 

企 業 会 計 特 論 4 

管 理 会 計 特 論 4 

国 際 経 営 特 論 4 

経 営 史 特 論 4 

マ ー ケ テ ィ ン グ 特 論 4 

国際マ ーケ テ ィ ン グ 特論 4 

流 通 シ ス テ ム 特 論 4 

経 営 情 報 特 論 4 

ｵﾍﾟ ﾚｰｼｮ ﾝｽﾞ ･ ﾘ ｻｰﾁ特 論 4 

社 会 経 済 シ ス テ ム 特 論 4 

産 業 シ ス テ ム 特 論 4 

比 較 経 済 体 制 特 論 4 

資 源 経 済 特 論 4 

福 祉 政 策 特 論 4 

地 域 政 策 特 論 4 

外 国 文 献 研 究 2 

研 究 指 導 8 

 

〔 2〕 履修方法 

3 科目選択必修 12 単位を 修得し 、 研究指導（ 8 単位） を受け博士論文の審査、 及

び最終試験に合格する こ と 。  

 

 

 

 

学則-16-



 

別表 2 外国語学研究科 授業科目表 

Ａ ． 英語学専攻 

〔 1〕 授業科目・ 単位数 

専門科目群 

基本科目 
単

位

数 
特殊研究科目 

単

位

数 
論文演習科目 

単

位

数 

英語学研究 4 英語学特殊研究 4 英語学論文演習 4 

英語音声学研究 4 英語音声学特殊研究 4 英語音声学論文演習 4 

英語教育工学研究 4 英語教育工学特殊研究 4 英語教育工学論文演習 4 

応用言語学研究 4 応用言語学特殊研究 4 応用言語学論文演習 4 

英米文学研究 4 英米文学特殊研究 4 英米文学論文演習 4 

展開科目群 

英語教育方法論 2 ｱｶﾃ゙ ﾐｯｸ・ ｽｷﾙⅠ 2 比較文学研究Ⅰ 2 

言語習得研究 2 ｱｶﾃ゙ ﾐｯｸ・ ｽｷﾙⅡ 2 比較文学研究Ⅱ 2 

日英語対照研究Ⅰ 2 英語学特論Ⅰ 2 日本語教授法特論Ⅰ 2 

日英語対照研究Ⅱ 2 英語学特論Ⅱ 2 日本語教授法特論Ⅱ 2 

異文化間ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝ研究Ⅰ 2 英米文学特論Ⅰ 2 日本文化特論 2 

異文化間ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝ研究Ⅱ 2 英米文学特論Ⅱ 2   

 

〔 2〕 履修方法 

( 1)  論文演習科目のう ち、 1 科目を 選択し 、 論文演習科目と 同じ 授業科目を 基本

科目及び特殊研究科目から 各 1 科目履修する 。  

( 2)  基本科目及び特殊研究科目のう ちから ( 1) で選択し た科目を 除いた 2 科目以

上を 履修する 。  

( 3)  展開科目群のう ち 6 科目（ 12 単位） 以上を 選択履修する 。  

( 4)  修了ま でに計 32 単位以上を 修得し 、 選択し た演習科目の担当教員から 研究

指導を 受けて、 修士論文を 作成し て提出し 、 その審査に合格し なければなら な

い。  

( 5)  論文演習科目を 除いて、 基本科目、 特殊科目及び展開科目よ り 8 単位を 追加

し て履修し 、 特定の課題についての研究成果（ 課題等については、 指導教員の

研究指導によ る ） を 作成する こ と によ り 、 修士論文に代える こ と ができ る 。  
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Ｂ ． 国際文化協力学専攻 

〔 1〕 授業科目・ 単位数 

専門科目群 単位数 

国
際
文
化
協
力
領
域 

国際協力特論 2 

国際文化交流特論 2 

国際関係特論 2 

文化マネジメ ント 特論 2 

ＮＧ Ｏ・ Ｎ Ｐ Ｏ 特論 2 

現代欧米文化・ 社会特論 2 

国際機構特論 2 

アジア中国関係特論 2 

アジア中国社会文化特論 2 

国際移民特論 2 

異文化間コ ミ ュ ニケーショ ン特論 2 

国
際
文
化
領
域 

国際文化特論 2 

日本文化特論 2 

比較文化社会特論 2 

多文化共生特論 2 

国際言語教育特論 2 

日本語教授法特論 2 

国際環境文化特論 2 

ジェ ンダー文化特論 2 

宗教・ 思想・ 文化特論 2 

科
目

共
通 

研究方法論 2 

研究指導科目 単位数 

 
国際文化協力特別研究Ⅰ 4 

国際文化協力特別研究Ⅱ 4 

〔 2〕 履修方法 

（ 1） 専門科目群のう ち、 共通科目 2 単位を 含み 22 単位以上履修する 。 ただし 、

国際文化協力領域ま たは国際文化領域のいずれかを 主ま たは副と し て、 主と す

る 領域から 10 単位以上履修する こ と 。  

（ 2） 研究指導科目 8 単位を 履修する 。  

（ 3） 修了ま でに計 30 単位以上を 修得し 、 必要な研究指導を 受けた上で、 修士論

文ま たは特定の課題に関する 研究の成果を 提出し 、 審査及び最終試験に合格す

る こ と 。

学則-18-



 

別表 3 入学検定料（ 各研究科・ 各課程共通）  

入学検定料 35， 000 円 

 

別表 4 入学金（ 各研究科・ 各課程共通）  

入 学 金 200， 000 円 

 

別表 5 授業料（ 各研究科・ 各課程共通）  

授 業 料 740， 000 円 
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